
45 広報きやま 令和 6 年 3 月号 広報きやま 令和 6 年 3 月号

非課税世帯が対象 住民税均等割のみ課税の世帯が対象

物価高騰対応重点支援給付金（子ども加算分） 低所得者支援給付金

問申 福祉課　社会福祉係　☎ 92-7964　FAX 92-7184

非課税世帯等に給付金を支給します-TOPICS-

1

給
付
額

子ども 1 人あたり5 万円　※ 1 人 1 回限り

対
象

基準日（令和 5 年 12 月 1 日）時点で基山町に
住民登録があり、次の①②をすべて満たす世帯
① 世帯全員の令和 5 年度分の住民税均等割が

非課税である
② 世帯主と同一世帯である、18 歳以下（平成

17 年 4 月 2 日生まれ以降）の子どもがいる

給
付
額

1 世帯あたり10 万円　※ 1 世帯 1 回限り
★  18 歳以下（平成 17 年 4 月 2 日生まれ以降）

の子どもがいる場合は、子ども 1 人あたり 5
万円を加算　※ 1 人 1 回限り

対
象

基準日（令和 5 年 12 月 1 日）時点で、基山町
に住民登録があり、次の①②のいずれかに当て
はまる世帯
① 世帯全員が、令和 5 年度分の住民税均等割

のみ課税されている
② 住民税均等割のみ課税者と、住民税均等割非

課税者で構成されている

支給を受けるためには、確認書の提出が必要です
支給対象の世帯には、基山町から確認書を郵送しています。
確認書には、令和 5 年度に実施した給付金等を振り込んだ口座を記載していますので、
変更や誤りがないか確認の上、提出してください。

確認書提出期限
4 月12 日（金）
※郵送の場合は必着

・ 確認書の受理後、書類の不備がなければ 3 ～ 4 週間
後に支給します。支給日は、支給決定通知書を郵送し
てお知らせします。

・ 令和 5 年度の住民税が未申告の世帯には、確認書を
送付できません。上記給付金の対象で住民税の申告
がお済みでない場合は、福祉課へご連絡ください。

・ 令和 5 年 12 月 2 日～令和 6 年 3 月 31日に生まれた
子どもがいる世帯も、加算の対象です。該当する場合
は福祉課へご連絡ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください！
・ 給付金に関して、町などが ATM の操作をお願いする

ことはありません。

・ 町などが、給付金の支給のため、手数料等の振込を
お願いすることはありません。

被害に遭わないために、
あやしい電話がかかってきたら
家族や知人、警察に相談しましょう！

・ 町などが、給付金の支給のため、手数料等の振込を
お願いすることはありません。

被害に遭わないために、
あやしい電話がかかってきたら
家族や知人、警察に相談しましょう！



45 広報きやま 令和 6 年 3 月号 広報きやま 令和 6 年 3 月号

問 住民課　住民係　☎ 92-7932

戸籍の証明書の請求が便利になります-TOPICS-

2

　令和 6 年 3 月 1日から、最寄りの市区町村窓口で、戸籍・除籍の謄本、全部事項証明が
請求できるようになります。

問出納室　会計係　☎ 92-7969

佐賀県農協　基山町役場内派出所
切手などの販売を 3 月 31 日で終了します

-TOPICS-

3

　佐賀県農業協同組合の基山町役場内派出所は、令和 6 年 3 月 31日で、はがき・切手・収入印紙の販売を終了します。
なお、佐賀県収入証紙は、引き続き販売します。

・佐賀県収入証紙（詳しくは佐賀県のホームページをご覧ください）
  佐賀県へ提出する各種許可・認可申請の手数料（運転免許更新

手数料・パスポート申請手数料等）などを納付する場合、申請
書等に貼付するものです。

引き続き販売するもの

Point
請求のために窓口にお越しになるのは、戸籍
証明書などを請求できる人※である必要があ
ります。
郵送や代理人による請求はできません。

※ 請求できる人は、本人、配偶者、父母等の
直系尊属と、子や孫等の直系卑属です。
きょうだいの戸籍証明書は請求できません。

便利な
ポイント

2 ま
・ ・ ・ ・

とめて請求可能
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっ
ても、1か所の窓口でまとめて請求で
きます。

便利な
ポイント

1 ど
・ ・ ・ ・

こでも請求可能
本籍地が遠くにある人でも、最寄りの
市区町村窓口で請求できます。

販売を終了するもの

・はがき
・切手
・収入印紙

コセキツネ

便利な広域交付が始まります！

窓口にお越しになった請求者の、顔写真
付きの本人確認書類（運転免許証や個人
番号カードなど）の提示が必要です。

有
料
広
告




